
にしおＳＤＧｓパートナー登録制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、ＳＤＧｓの達成に向けて、取組を実施する企業・団体等を

にしおＳＤＧｓパートナー（以下「登録パートナー」という。）として登録し、

その取組を広く周知するとともに、西尾市（以下「市」という。）及び登録パー

トナー同士の連携を促進し、ＳＤＧｓの推進及び持続可能なまちづくりに寄与

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 使用する用語の定義は、次に掲げるところによる。 

⑴ ＳＤＧｓ 平成２７年９月の国連サミットにおいて採択された持続可能な

開発目標 

⑵ 企業・団体等 営利組織及び非営利組織 

⑶ 営利組織 企業、個人事業主等で、事業で得た利益を組織の構成員に分配

することを目的とする組織 

⑷ 非営利組織 教育機関、市民団体、特定非営利活動法人、町内会等で、事

業で得た利益を組織の構成員に分配することを目的としない組織 

⑸ 拠点 事業活動を行っている本社、本店、支店、店舗等 

⑹ ＳＤＧｓ１７にしお 登録パートナーの情報等を掲載するＷｅｂサイト 

⑺ 対象エリア 市内又は隣接４市１町“岡崎市、碧南市、安城市、蒲郡市、

幸田町” 

⑻ 申請フォーム ＳＤＧｓ１７にしお内に設置された専用ページ 

（登録の区分） 

第３条 登録の区分は、シルバーパートナーとゴールドパートナーの２種類とす

る。 

（登録の要件） 

第４条 登録パートナーの対象は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。 

⑴ 市内においてＳＤＧｓの達成に向けた取組を、市及び他の登録パートナー

との連携を心がけ実施できること。 

⑵ 登録内容等、登録パートナーに関する情報をＳＤＧｓ１７にしお等で公表

し、関連事業等で活用することに同意すること。 

⑶ 営利組織の場合、対象エリアに拠点を有し、市内でＳＤＧｓを推進する活

動の実績又は予定があること。ただし、対象エリアに拠点を有しなくとも、

市とＳＤＧｓの推進等に関する協定を締結している場合は認めるものとする。 



⑷ 非営利組織の場合、市内でＳＤＧｓを推進する活動の実績又は予定がある

こと。 

⑸ 市税等を滞納していないこと。 

⑹ 法令等を遵守しており、かつ、公序良俗に反する活動をしていないこと。 

⑺ 本制度を利用し、特定の政治・思想・宗教等の普及を目的の活動をしない

又はそのおそれがないこと。 

⑻ 西尾市暴力団排除条例（平成２３年西尾市条例第７７号）第２条に規定す

る暴力団その他反社会的団体との関係を有していないこと。 

⑼ 本制度の信用やイメージを損なうおそれのある企業・団体等でないこと。 

 

（登録の申請） 

第５条 シルバーパートナーの登録を受けようとする企業・団体等は、次に掲げ

る様式に記載する事項を市長が定める期間内に申請フォームにより入力し、又

は様式に記載して提出しなければならない。 

⑴ にしおＳＤＧｓパートナー登録（新規・変更）申請書（様式第１号） 

２ ゴールドパートナーの登録を受けようとする企業・団体等は、次に掲げる様

式（非営利組織にあっては、第１号及び第２号に掲げる様式）に記載する事項

を市長が定める期間内に申請フォームにより入力し、又は様式に記載して提出

しなければならない。 

⑴ にしおＳＤＧｓパートナー登録（新規・変更）申請書（様式第１号） 

⑵ にしおＳＤＧｓサポートメニュー登録申請書（様式第２号） 

⑶ ＳＤＧｓ達成に向けた具体的な目標設定（様式第３号） 

（登録の実施） 

第６条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査の上、登録パート

ナーとすることが適当であると認めるときは、当該申請をした企業・団体等を

シルバーパートナー又はゴールドパートナーとして登録する。 

（登録証の交付） 

第７条 市長は、登録パートナーに対し登録証を交付する。 

（オリジナルロゴマーク等の使用） 

第８条 市長は、登録パートナーに、にしおＳＤＧｓロゴマーク（以下「ロゴマ

ーク」という。）の使用を認めるものとする。なお、使用方法の取扱いについて

は、市が別に策定する「にしおＳＤＧｓロゴマーク使用に関する取扱要領」に

よるものとする。 

２ シルバーパートナーは、ロゴマークに加えて、シルバーパートナー用ロゴマ



ークを使用できるものとする。 

３ ゴールドパートナーは、ロゴマークに加えて、ゴールドパートナー用ロゴマ

ークを使用できるものとする。 

（登録の有効期間） 

第９条 パートナー登録の有効期間は、令和９年３月末日までとする。 

（登録の変更） 

第10条 登録パートナーは、次の各号のいずれかに該当するときは、申請フォー

ムにより入力し、又は様式に記載して提出しなければならない。 

⑴ 第５条の申請の内容に変更が生じたとき。 

⑵ パートナーの登録を解除したいとき。 

（登録の取消し） 

第11条 市長は、登録パートナーが次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、第６条の登録を取り消すことができる。 

⑴ 第４条に規定する要件に該当しなくなったとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、登録パートナーとして不適当であると市長が

認めたとき。 

（委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年１１月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年８月２８日から施行する。 

 


